
  特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実績報告 

   

   廃棄物を減らし資源の有効利用を図ることを目的に家電リサイクル法が平成１３年４月 

  に施行されました。トヨトミではエアコンが回収・リサイクルの対象品目となっています。 

  トヨトミの２０２０年度の再商品化等の実施状況をお知らせします。 

 

  １、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等委託台数 

    ユニット形エアーコンディショナー（ウインド形エアーコンディショナー又は室内ユ 

ニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアーコンディショナーに 

    限る。）（以下「エアコン」という。） 

 

      指定引取場所での引取台数       ５,７４９ 台  

      再商品化等処理台数          ５,７５４ 台  

      再商品化等処理重量        ２３２,７６８ kg  

      再商品化重量           ２１８,８３４ kg  

      再商品化率                 ９４ ％  

 

  ２、再商品化等実績（施行規則第４７条第 1号に基づく報告） 

    

■再商品化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日  

 

開始した年月日 令和２年４月 １日 

終了した年月日 令和３年３月３１日 

      

■ 製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の 

当該部品及び材料の総重量 

          項 目               重 量     

鉄                ５７，１７５ ｋｇ 

銅                １４，４５０ ｋｇ 

アルミニウム           ３１，５７５ ｋｇ 

非鉄・鉄等混合物         ７２，３４５ ｋｇ 

その他有価物           ４３，２８９ ｋｇ 

総重量             ２１８，８３４ ｋｇ 

                       

■ 冷媒として使用されていたものを回収し、破壊した総重量  

 

総重量                  ３７２ ｋｇ 

 


